
 

 

 

 

 

 

寄   稿 

騒音公害行政の対処方法－市区町村騒音担当職員へのメッセージ－（前編）

 

元神奈川県横浜市環境創造局職員 渡邉 博 

 

１ はじめに 

このレポートは、私の38年間の横浜市

における公害・環境行政の経験を全国の市

町村で働く騒音行政担当者のみなさんが、

今後の騒音行政や騒音苦情処理業務を進め

るための参考になればとまとめたもので、

講演等の機会に話をさせて頂いているもの

です。 

この度、公調委より寄稿の依頼がありま

して、騒音苦情の具体的対策事例を中心に

稿を寄せたところで、2回に分けて掲載さ

れる予定です。 

なお、本レポートの前段部分である「騒

音苦情対応で重要なこと等」については、

既掲載のちょうせい平成21年2月第56号を

ご参照頂ければ幸いと存じます。 

２ 騒音苦情の具体的対策事例 

(1) 規制基準違反の事業所等の改善対策 

ア 産業廃棄物の分別作業所の防音壁設

置の対策事例 

今、都市部では資源循環リサイクルの広

がりによって非常に産業廃棄物処理業者が

増えています。この事業所もトラックでい

ろいろなごみが持ち込まれ、それを引き取

ってそこで仕分けをする。廃材、廃コンク

リート、金属、プラスチックと様々に仕分

けをしています。その作業所は開放型事業

所で、作業に重機、パワーショベルやショ

ベルカー等を使って仕分け作業を行ってい

ます。この作業音が問題となりました。こ

の作業所は第1種住居地域にあります。 

ここは非常に古くから、昔からやってい

る会社でしたが、やはり周辺の住宅環境も

変化したこともあって、音がうるさいとい

う苦情が寄せられました。苦情が起こった

当時は建設現場で利用されている安全鋼板、

3メートル程度の安全鋼板が作業場を囲っ

ていましたが、苦情者の一人は作業所を見

下ろす斜面の上の方、もう一つは5階建て

の新築マンションの管理組合です。 

このため、3メートルの安全鋼板は防音

壁の役目にはなっていませんでした。騒音

測定の結果、規制基準を超えるということ

になり、最終的には1億円もの資金を掛け

て長さで200メートル以上の高さ8メート

ルの防音壁を作業所の周囲に設置する騒音

対策を実施して問題解決となりました。 

当初、私たちは社長に対してここでやる

のはもう無理です。ここは住居系地域だか

ら、昔からやっているにしても周りが変わ

ってきたから、あなたのところは移転をし

たらどうかという話をしましが、移転より

も、1億円かけてでも、ここで音の基準を

守る、改善をして営業をやっていた方が良

いと言う社長の判断で、最終的には高さ8



 

メートルの防音壁の設置、高速道路で使用

する防音壁を建てました。それによって規

制基準はクリアということになりましたの

で、今のところ落ちついています。 

私のいろいろな経験の中で、防音壁とい

うのはやっぱり高さに一定の制約がありま

す。無制限に塀が建つということはありま

せんから、8メートルの塀となれば相当高

いものです。それでも17デシベルの減音

効果でした。塀の効果は私の経験では20

デシベルの音を落とすということはまず不

可能だと思っています。 

 

イ 高層商業ビルの空調機室外機音のサ

イレンサー設置の対策事例 

横浜の臨海地域の22階建ての通信商業

ビルは、通信のコンピュータ管理をしてい

る商業ビルです。ビルの22階のうち4階か

ら9階までは全部コンピュータ室です。通

信の管理、そのコンピュータ室の温度制御

のために、ビルの4階から9階までの外テ

ラスにびっちりと南北の2面に各38台の空

調機の室外機が並んでいます。 

私たちはこのビルから騒音が発生してい

ることに気がついていませんでした。その

隣に新しくマンションが建てられることに

なって、そのマンションの購入予定者、こ

れからマンションの一室を買おうという方

から連絡があって、商業ビルの音がうるさ

い、何とかならないのかという苦情があり

ました。 

それで、音を調べてみました。結構なレ

ベルの音が出ていました。コンピュータの

温度管理ですので、365日24時間稼働で止

まることがない。グランドベースで65デ

シベル近い音が出ていました。24時間稼

働ですから、夜中65デシベルというのは

結構うるさい、すごい圧迫感のある騒音で

した。1台2台の空調機の音ではありませ

ん。片面38台の音がウワット降りかかっ

てくる感じです。私もそこにいて圧迫感を

感じるくらいの音でした。 

苦情があった段階では、実際に被害を受

けている人はいません。被害者がいないの

に対策を取らせるのはどうかという話もあ

りましたが、いずれにしても2年後にはマ

ンションが完成してそこに入居者が入ると

これだけの音が出ていれば、夜中はやっぱ

りうるさいだろうということになりました。 

会社を呼び出して、測定結果を説明し、

今後、隣にマンションが建つ具体的な計画

が進んでいる。この状態では苦情発生は必

至だから、対策を検討しなさいという指導

をやりました。最終的には2年間を掛けて

防音対策をやりました。テラスに吸音材を

取り付けたり、各空調機の室外機にサイレ

ンサーを取り付けるといった対策をビルの

南側と北側、両面にやりました。結果的に

片側の騒音対策だけで1億円、両側をやり

ましたので2億円のお金がかかりましたが

約51～52デシベルまで減音されました。 

この改善対策を進める中で、会社側には

敷地境界で音がどのくらいあるのか、音源

がビルの4階から9階のところにあります

ので、地上で計っているだけではだめだと

いうことで、高所作業車を借りてもらい敷

地境界のところにその車を停めて、ビルの

6階～7階くらいまでアームを上げて、敷

地境界の空中点での騒音測定も行いながら

対策を検討してもらいました。 

私たちも、マンション建設の途中に、

10階まで立ち上がった段階でマンション

に上がらせていただいて、夜間に実際の受

音点のところでどのくらい音が聞こえるの



 

かという測定も行いました。 

入居が始まって数年たちますが、この防

音対策の結果、今のところクレームはつい

ていません。 

 

ウ 鉄くず回収・加工工場の建家改修に

よる対策事例 

この事例は、工業地域の工場跡地にマン

ションが新築されたことにより、隣接の工

場騒音が問題となった事例です。まさに住

工混在による典型的な騒音問題です。 

この工場は、鉄くずを回収して切断・プ

レス加工し鉄くずの固まりとして出荷する

作業を行っています。騒音規制法の特定工

場（せん断機・液圧プレス）に該当してい

ます。隣接した工場が撤退した空き地に新

築の7階建てのマンションが建築され、早

速その入居者から騒音苦情が寄せられまし

た。 

測定結果は デシベルあり、工業地域

の昼間の規制基準70デシベルを大幅に超

えていました。社長に会って、何とかしな

ければだめですヨ！という話をしましたが

社長は、①ここは工業地区であり、自分も

地域の工業会としてもマンション建設に反

対をした。事実、その工場の側壁に、どで

かいマンション建設反対という看板が張り

つけてありました。②昔から操業しており

工場があることを承知して後から来た住人

が文句を言うのはおかしい。③マンション

の建設会社と協定を結んでいるので、マン

ションの苦情者は建設会社を通すべきだと

従って、自分は改善する気はない、この一

点張りでした。 

4回ほど足を運びました。マンションが

後で建設されたといっても規制基準を守る

ことはあなたの責任、工業地域といえども

81

、

、

。

、

どんな音を出しても良いという話にはなら

ないんですヨ！ということで、真剣に話し

合いをしました。やっと納得をしていただ

いて、工場の建屋のところに採光、明かり

取りの開口部分がずっと切ってありますの

で、そこから音がいっぱい漏れるというこ

ともあって、その採光部分をふさぐ工事を

やってもらいました。         

結果的には工事費が740万円かかりまし

たが、音は69デシベルに減音されました。

70デシベルが基準ですから、すれすれセ

ーフというところまで音が下がりました。

苦情者にも納得していただきました。10

デシベル以上下がりますと、耳で聞いた音

の大きさは半分以下になりますので、以前

に比べて相当よくなったと感じられたかな

と思います。 

 

エ 飲食店の排気ダクト騒音の対策事例 

飲食店の排気ダクトの音がうるさいとの

苦情は多数寄せられますが、このような場

合先ず始めに苦情者から確認することは、

音が以前からずっと発生していて気になっ

ていたのか？それとも、最近急にうるさく

なったのか？の点です。 

以前は気がつかなかったが最近うるさく

感じるようになったケースの場合は、ほと

んどがモーターやファンベルトの劣化によ

る故障が原因で音が大きくなったためと考

えられるからです。 

また、騒音を敷地境界で計るだけでなく、

発生源の直近で測定し、何が騒音源となっ

ているのかを特定することも改善対策を指

導するために重要です。 

排気ダクト関係の騒音対策としては一般

的には次の対応で改善を図っています。 

 



 

① ベアリング・ファンベルトの故障によ

る異常音は修理・点検させる。 

② モーター部分を防音ボックスで覆う。 

③ ダクト全体を覆う。 

④ 排気口の向きを変える。 

⑤ 排気ダクトを延長させ、距離減衰をか

せぐ。 

 

オ 合成樹脂射出成形機工場の対策事例 

騒音規制法の特定施設に該当するプラス

チックの加工工場からの夜間騒音が問題と

なり、防音工事を行って改善を図った事例

です。 

このプラスチック加工工場は騒音規制法

による特定施設に該当する合成樹脂用射出

成形機を10数台設置する従業員10数名の

小企業です。準工業地域に立地しています。

隣地に新規に住宅が建築され、その住人

から夜間の機械作業騒音と空調機用の室外

設置のクーリングタワー音がうるさいと苦

情を言われたのでどうしたら良いかとの相

談が社長から有りました。 

現地調査の結果、この工場は騒音規制法

の無届工場でかつ、神奈川県公害防止条例

の無許可工場であることが判明しました。

また、騒音測定結果でも深夜（午後11時

～午前6時）の規制基準値（50dB）違反で

あることもわかりました。 

このため、騒音源となっている工場内部

に設置されている射出成形機の騒音対策と

外部に設置されているクーリングタワーの

騒音対策を同時に進めることになりました

合成樹脂射出成形機工場のほとんどが零

細・小企業であり、その営業形態は24時

間操業が普通です。騒音源としては射出成

形機本体から発生する稼働音、エアスプレ

ー用の圧縮空気の吹きつけ音、不要プラス

。 

チックのリサイクル用破砕機の稼働音と、

射出成形機本体から発生する熱で工場内が

高温となるため、冷却に用いる空調機の室

外機・クーリングタワー音が騒音源となり

やすく、特に24時間稼働のために基準値

がもっとも厳しくなる深夜時間帯が問題と

なるケースが多いのが特徴です。 

具体的な騒音対策としては、工場内部か

ら発生する機械作業音等については苦情者

側に面した工場建物内部側面全てに吸音材

と防音材を貼り付け、窓は全てつぶしまし

た。 

さらに、室外のクーリングタワーの騒音

対策として苦情者との敷地境界に高さ5ｍ

程度の防音壁を新たに設置することで改善

を図りました。この対策の実施により規制

 基準値以下となり、苦情者も納得したため

苦情解決としました。 

 

カ 飲食店のカラオケ騒音の対策事例 

スナック等のカラオケ騒音苦情は、横浜

市では今でも年間30～40件程度寄せられ

ています。これらの苦情対応としては店の

経営者に対して横浜市の条例によりカラオ

ケの使用時間の制限（使用禁止）や音量規

制が有ることを文書又は口頭で指導して、

午後11時以降のカラオケ使用の自粛やボ

リュームを下げるなどの対応で解決を図っ

ているのがほとんどであり、店舗内部の防

音工事を実施させて改善を図った事例は最

近ではありません。 

現状では店の経営者自身がカラオケ使用

には市条例の規制があることの知識が無い

ことが苦情発生の大きな原因であるとして、

リーフレット「飲食店のみなさまへ～カラ

オケ騒音の防止にご協力を！」を作成して、

騒音担当の窓口で配布すると共に飲食店の



営業許可を行っている市内の18保健所生

活衛生課の窓口にリーフレットを置いても

らい啓発に努めています。 

なお、カラオケ騒音苦情は全てと言って

いいほど夜間、とりわけ深夜の時間帯の音

が問題となるため、その測定は深夜に行わ

なければなりませんが、職員の負担も大き

いため、当初は「騒音収録装置（※説明は

後述）」を苦情者宅に設置させてもらい、

苦情者がうるさいと感じたときに録音して

もらい、後日に回収して音を再生して騒音

レベルを確認して、店を指導しています。

横浜市の条例「生活環境の保全等に関す

る条例」ではカラオケを含む音響機器の使

用規制を次の様に行っています。 

・ 住居専用地域・住居地域・近隣商業地

域：午前6時～午後11時は音量規制 

：午後11時～午前6時は使用禁止 

（音が外部に漏れない場合を除き） 

・ 商業地域・準工業地域・工業地域 

：全ての時間帯で音量規制 

 

 

キ 機械プレス工場の対策事例 

市街化調整区域にあるプレス工場からの

騒音が、道路を挟んだ借家に新たに入居し

た住民から、音がうるさい特に夜間の音が

うるさいと訴えられ、防音工事の実施と午

後11時以降の作業を中止した事例です。 

昼間の現地騒音測定の結果、規制基準値

を大幅に超える騒音が確認されたため、工

場に立ち入り調査を行い社長から話を聞い

たところ、通常は午後7時～8時頃までに

操業は終了しているが、急ぎの仕事が入っ

たため深夜の午前1時頃まで作業を行った

とのことでした。 

また、音源は2台のターレットプレス機

で、工場内では話し声が聞けない程の騒音

 

レベルでした。（ターレットプレス機はコ

ンピュータ制御で稼働し、ステンレス平板

を様々な形に連続して打ち抜くプレス機で、

その騒音は機関銃を連続して発射している

ような騒音が発生します。） 

改善指導の結果、コンクリート2階建て

の1階部分の作業所内部の4方全てに防音

材を貼り付け（資材搬入用のシャッター部

分を除き）、窓の部分も潰して同様に防音

材を貼り付けました。 

改善対策実施後に騒音測定した結果、大

幅に騒音が低減され規制基準値を満足しま

したが、深夜の時間帯は違反となるため午

後11時～午前6時までのターレットプレス

機の使用を禁止しました。 

今回の対策によって苦情は収まりました

が、何故、市街化調整区域でプレス工場が

操業出来るのか？何故、貸家が建っている

のか？都市計画法ではあってはならないこ

とだと思うのですが、歴史的経緯の中で存

在が認められているのだと考えることにし

ています。 

 

ク マンションの機械式駐車施設の対策事例 

マンションに居住する市民の方から隣地

に新たに建設されるマンションの機械式駐

車施設の騒音や景観が心配だから、法的な

規制を考えて欲しいとの要望がEメールで

寄せられました。 

都市部では最近、マンション建設に当た

って狭隘な敷地の有効利用を図るために、

機械式の立体駐車施設を設置するケースが

増え、その機械式駐車施設から発生する騒

音問題が苦情として市に寄せられる事例が

散見されるようになっています。 

横浜市の生活環境保全条例では、マンシ

ョンの機械式駐車施設であっても事業所の



 

騒音規制の適用を受け、規制基準の遵守が

義務づけられていますが、事前許可の対象

施設（指定施設）となっていないために設

置以前の事業者への強制的な指導は困難な

状況でした。 

電話やEメールのやり取りの中で苦情者

は事前の法的な規制が出来ないのであれば

条例を改正するなどして規制を行うべきで

あり、今回のマンションの機械式駐車施設

も設置位置や施設機械の変更などを求めて

いました。また、マンションに入居してい

る方々と対策委員会を設置して、マンショ

ン建設会社と話し合いを続けている状況で

した。 

その後、マンション建設会社が騒音担当

窓口に来庁して騒音対策についての相談が

ありました。指導内容としては、 

① 機械式駐車施設も稼働後は騒音の規制

基準の遵守が求められる。 

② 現状の機械式駐車施設のままでは基準

違反の恐れがあり、防音対策を検討す

ること。 

、

以上の2点を指導して、建設会社も対策に

ついて検討して担当まで報告することにな

りました。 

なお、今回の機械式駐車施設は6段方式

（地上4段・地下2段）の4連で合計84台を

駐車させることが出来る施設です。 

4ケ月後にマンション建設会社から騒音

対策計画書が提出され、その内容は、 

① 機械式駐車施設に遮音壁（サンドイッ

チパネル）を3方向に取り付ける。 

② 駆動モーター部分に防音カバーを取り

付ける。 

③ 駆動モーターのスピードダウンを行い、

モーター音の軽減を図る。 

④ タイマー設置により同時使用の制限を

行い、深夜は1連しか稼働できないよ

うにする。 

以上の対策を実施することにより、約1年

後にマンションが完成して機械式駐車施設

が稼働する状況になったため、苦情者らの

対策委員会の立ち会いの下で建設会社が敷

地境界で24時間の騒音測定を行った結果、

規制基準が遵守されたため解決としました。 

この機械式駐車施設に遮音壁を設置した

費用は、通常の設置費用に比べて約200万

円余計に掛かったとの業者の説明でした。

（通常は簀の子状の目隠し程度の壁） 

なお、この事例の処理経過の中で市の駐

車場の所管課が「駐車施設基準について

（通知）」を改正して、機械式駐車施設の

セットバック、周辺緑化、遮音壁設置の努

力義務等が追加されました。また、騒音担

当としても機械式駐車施設の騒音防止対策

の好事例として、その後の同様な問題に活

用しています。 

 

(2) 規制基準の適用が難しい対策事例 

ア スーパーマーケットの早朝搬入作業

の対策事例 

大規模な小売店舗の早朝のトラック等に

よる商品の搬入作業の騒音が、近隣のマン

ション上階に入居する住民から訴えられ、

改善対策を実施した事例です。 

苦情者は店舗に近接したマンション6階

に新たに入居した住民で、早朝の4時頃か

ら始まる商品搬入作業の音で睡眠が妨げら

れるとの訴えでした。 

苦情者宅のベランダに騒音収録装置を設

置して、早朝の作業音を1時間程度録音し

てもらい再生した結果、音源はトラックの

バックブザー音、荷さばき作業音、台車の

音等が確認されましたが、瞬間的には規制



 

基準値を上回る音が発生しているものの、

その発生頻度や発生時間が少なく、法的に

規制することは困難と判断されました。 

しかしながら、被害が住民の寝ている時

間帯でもあり、店舗側に可能な限りの減音

対策を要請することにして、店長に対して

以下の改善策を取るよう指導しました。 

① 早朝に出入りするトラックのバックブ

ザー音は使用を止める。 

② 台車は低騒音タイプの物に変更する。

（車輪がソフトタイプの台車） 

③ 荷下ろし作業時には充分騒音発生に注

意して作業を行う。 

これらの対策が実施され苦情者も納得した

ので、解決としました。 

 

イ 資材置き場の対策事例 

住居専用地域に新たに設置された土建会

社の資材置き場から発生する騒音が、近隣

住民から訴えられた事例です。 

苦情者は、朝と夕方に資材置き場から発

生するトラックへの資材の積み込み、荷下

ろし作業音がうるさいと訴えていました。 

昼間の現地調査では作業は行われておら

ず静かな状況でしたが、資材置き場は、3

方は約3mの万能鋼板で囲まれていました

が、道路を挟んで建つ苦情者宅側はトラッ

クの出入り口に当たるため、囲まれていま

せんでした。資材置き場のすぐ隣にも住宅

がありましたがそこからは苦情は寄せられ

ていませんでした。 

苦情者宅に騒音収録装置を設置して、

朝・夕の作業音を録音してもらい分析した

結果、作業時間は15分～20分程度であり

作業中は規制基準値を超える状態でしたが、

朝夕2回の作業時間帯を除くとまったく音

が発生しない状況であり、市条例に基づく

屋外作業所の音の総量規制には抵触しない

と判断されたため、会社側に騒音発生に配

慮するよう要請することにしました。 

社長を市役所に呼び出し、録音されたテ

ープを再生して聞いてもらい作業中にはこ

れだけの騒音が発生していることを認識し

てもらい、法的な規制は困難だが作業中は

騒音発生に充分注意して行うよう従業員に

徹底するよう指導し、社長からも今後は十

分に注意しますとの回答が得られました。 

指導後、数ヶ月が経ちましたが再度苦情

が寄せられないため解決としました。 

 

ウ ビル駐車場の対策事例 

商業地域に立地するビル駐車場から発生

する出庫時の深夜の警報ブザー音がうるさ

いと、近隣のマンション住民から訴えられ

た事例です。 

ビル駐車場が先に立地していましたが、

後で建った道路を挟んだマンション住民か

ら深夜の警報ブザー音が気になって仕方が

ないとの訴えでした。 

現地調査の結果、ビル駐車場から車が道

路に出庫する際に、歩行者に注意を促すた

めに自動的に鳴る警報ブザー音が原因であ

り、1台の出庫時に10数秒鳴る状況で気に

なる音だと思われました。 

このため、管理会社に連絡を取ったとこ

ろ市の指導で警報ブザーを取り付けたとの

ことであったため、市の所管課に連絡して

確認したところ、警報ブザーの使用を中止

しても問題ないとの回答を得たため、再度、

管理会社に連絡して午後11時～午前6時の

時間帯の警報ブザーの使用中止を要請しま

した。 

管理会社は市役所が良いと言うならその

時間帯の使用は中止しますとの回答でした。 



 

苦情者に指導結果を説明した後、苦情が

寄せられないため解決としました。 

 

エ スタジアムの音楽コンサート演奏音

の対策事例 

日産スタジアム（国際競技場）、横浜ス

タジアム（野球場）で年数会開催される音

楽コンサートの演奏音に対する対策事例で

す。 

都心部にある横浜スタジアムで開催され

た音楽コンサートの音がうるさいと苦情が

寄せられたことから、検討が進められまし

た。年間2～3回開催されるコンサートの

音を事業所等の規制基準を適用するのはど

うかということもあり、コンサート開催時

の騒音測定結果を踏まえて、横浜市の行政

指導として、スタジアムの最上段、要する

に観客席の最上段のところで最大100デシ

ベル、この音量でおさめてくれということ

を指導して了解してもらいました。 

後発の日産スタジアムに対しても同様の

指導を行い、内規として100デシベルとい

うことを決めてもらっています。従って、

コンサートがある時はスタジアム側が騒音

計を持っていますので、音を計って100デ

シベルを超えるようであればレベル調整を

する、音量調整するということで対応して

もらっています。 

 

(3) 建設工事等に対する対策事例 

ア 解体工事に対する対策事例 

建物解体工事でよく使用されるさく岩機

（ハンドブレーカー・ジャイアントブレー

カー）の作業騒音がよく問題になります。 

これらの作業は騒音規制法による特定建

設作業に指定され、規制指導の対象となっ

ていますが苦情も多く寄せられます。 

このさく岩機作業音に苦情が寄せられた

場合、一般的には現場責任者に対して市に

苦情が寄せられたことを伝え、工事現場に

万能鋼板の塀の設置や苦情者宅側に防音パ

ネル・防音シートの取り付けを指導して減

音に努めてもらっています。 

しかしながら、これらの対策が取れない

様な場合は工法を変更してニブラ（建物を

かみ砕く重機）の使用を求め、出来るだけ

ブレーカーの使用を控えるよう指導してい

ます。 

また、工事業者に苦情者に直接会いに行

ってもらい工事内容等について説明しても

らい理解を求めるようにも指導しています。 

解体工事により発生する騒音は相当高レ

ベルの音であり、やむを得ない作業でもあ

るため苦情者に対してもある程度は我慢し

てもらうよう説明し、可能な限り騒音を低

減させるよう工事業者を指導することで問

題解決を図っているのが現状です。 

 

イ ジャイアントブレーカーの使用時間

短縮による対策事例 

これは特定建設作業に該当するジャイア

ントブレーカーを使ってビルの解体作業を

やって規制基準の85デシベルを超えてい

たケースです。 

音の関係の仕事をなさっている方はご存

じかと思いますが、騒音規制法では基準値

を超えていても、作業方法の変更を命ずる

ことは出来ないことになっています。作業

時間の制限はかけられるということなので、

結果的に苦情者といろいろ話し合いをして、

1日の作業時間を4時間に制限しました。 

そうしたら、業者もさるもの、例えば2

台のジャイアントブレーカーを使って作業

していたものを4時間に制限されたもので



すから、機械の台数を増やして短時間でバ

リバリやったというのが現実です。そうい

う意味では時間制限で音の出す時間は制限

できても、使う台数までは制限は出来ませ

んので、業者の方が頭はいいかなと思った

次第です。 

それでも、苦情者側のビル事務室のベラ

ンダに防音パネルを張りまして、ビルの解

体というのは当然だんだん下がって行きま

す。防音パネルで養生していても、下に下

がってくれば当然防音パネルは外れていっ

てしまいますから、隣のビルの上の方から

見れば、全く防音パネルが役に立っていな

い状態になります。そのため、苦情者側の

受音点のところに防音パネルを張って音を

防ぐという方法も一方では取っています。 

 

ウ 土木・建設工事に対する対策事例 

一般的には特定建設作業を除く土木工事

や建設工事に係わる騒音の規制は出来ませ

んが、これらに対する騒音苦情は多数寄せ

られます。 

静かであった住宅地にいきなり工事が始

まり騒音で迷惑している！隣のマンション

建設工事の音がうるさい！などの苦情です。

これらはある程度、お互い様の精神が必

要だと思っています。苦情を申し立てた方

の住宅なりマンションを建設した時はどう

だったのか？騒音を出さずにご近所に何も

迷惑をかけずに建築したのかどうかです。 

この様な苦情を受け付けた時は、先ず始

めに苦情者に対して法的な規制は無いこと

を説明した上で、現地調査を行い可能な限

り工事業者に騒音発生について注意するこ

とを話しています。 

現地調査の結果、酷い騒音発生が認めら

れたときは工事責任者に対して市に苦情が

 

 

寄せられたことを伝え次の様な指導を行っ

ています。 

① 工事現場の周囲を塀（万能鋼板）で囲

む。 

② 苦情者宅側に防音パネル・防音シート

を取り付ける。 

③ 苦情者宅に直接説明に伺う。 

④ 作業開始時間を遅らせる。 

⑤ 重機使用時には騒音に十分配慮して作

業する。 

⑥ パワーショベル（ユンボ）の首振りは

なるべく行わない。 

などを現場状況に合わせて適宜指導して対

応してもらっています。 

しかしながら、騒音で困っていると言い

ながら本音は迷惑料としてお金を要求する

方も中にはいます。市役所には一言もお金

の話はしませんが、工事業者に金銭要求を

する。この様な方は直接会って話を聞いて

いると何となくわかるものです。この様な

場合は、市役所は金銭補償については一切

係わりません。工事業者と直接に話し合っ

てくださいとキッパリお断りしています。 

市役所の指導によって少しでも改善され

る場合もありますが、全く対応してくれな

い工事業者もいますので、苦情者に対して

現場調査をした結果と工事業者に指導した

ことを説明し、これ以上は市役所として対

応は困難であることを伝え、納得してもら

っているのが現状です 

(4) その他の対応事例 

ア 都市計画法違反（いわゆる違反建築

等）の工場に対する対応事例 

違反建築の工場等が騒音問題を起こした

事例が多々あります。この様な事例の場合、

①建物そのものが用途地域違反である場合

 



 

と、②倉庫で申請し、後に工場に貸し出す

場合とがあります。 

この様な場合、第一義的には建築行政サ

イドでの是正・撤去指導・命令によって改

善されることが望ましいのですが、実体的

には命令は行うものの行政代執行が行われ

ないため、工場主が居座れば改善されない

まま操業が続けられ、騒音問題が改善され

ないまま推移する事例が圧倒的に多いのが

実態です。 

このため、公害行政サイドとしては違反

建築物にさらにお金を掛けて防音対策をさ

せることに多少の抵抗感はあるものの、対

策をしなければ被害者が救われないため、

工場主に対して対策を取ったからといって、

違反建築に変わりがないことを納得させて

から、防音壁等の改善対策を実施させるこ

とがあります。 

この様な騒音の改善指導により騒音の低

減が図られた時は、騒音苦情処理としては

終了させています。 

しかしながら、苦情者によってはそもそ

もそこに工場があることが問題だと主張さ

れる方がおりますが、騒音行政としては騒

音を問題のない状態に改善させるのが仕事

であり、工場の立地そのものを問題として

対応することは困難であり、それは建築行

政の対応で改善を図るように苦情者には説

明しています。 

 

イ 名乗らず氏・匿名希望者への対応 

近年、市役所に騒音苦情を訴えてくる市

民に氏名を名乗らない方や氏名を名乗るも

のの相手側には匿名にしてほしいという方

が非常に増えています。全体の約4割にも

なっています。 

自分の素性を明らかにしない一方で、騒

音で困っているのだから何とかしろ！と一

方的に言って電話を切る方がいますが、感

覚公害である騒音問題は被害者がそこに住

んでいて生活環境が阻害されていることが

判明して問題となります。氏名や住所・連

絡先も言わない苦情者に対して、担当者と

してはまともに対応する必要はないと考え

ています。 

本当に騒音で困っているのかどうかも確

認することが出来ませんし、発生源と言わ

れたところに悪意や非難する目的を持って

言っているかもしれません。現場調査をし

てもどのあたりの騒音なのか？調査時点で

音が確認できなければどうしようもありま

せん。 

本来ならこの様な苦情に対しては私とし

ては対応する必要はないと思っていますが、

横浜市としては一応言われた現場を調査し

て、状況を確認して騒音が発生していた場

合は発生源に市役所に苦情が寄せられたこ

とを伝え、改善対策が行えるようであれば

検討してくださいと言っています。しかし

ながら、言われた発生源にしてもどの方向

に対策を取ったら良いのか見当がつかない

のが現状でしょう。 

もう一つにEメールによる苦情も増えて

いますが、これもアドレスしかわからず氏

名・住所・連絡先を明記していないメール

があります。この様な場合は、相手のアド

レスに騒音の被害実態を確認する必要があ

りますので改めて氏名・住所・連絡先をご

連絡くださいと連絡しています。この連絡

をすると多くは返事が来ませんので終わり

にしていますが、中には市役所が対応しな

いのはとんでもないと文句を言って来る方

もおります。 

次に匿名希望者に対する対応です。 



 

この場合は市役所に氏名・住所・連絡先

を明らかにしていますが、発生源に対して

は自分の名前を出してほしくないと希望さ

れる方です。この様なケースの時は普通の

苦情として対応しますが、直接に苦情者宅

を訪問することは避けるようにしており、

連絡は電話で行っています。これは、発生

源に苦情者が誰か分からないようにする配

慮です。 

しかしながら、発生源に具体的な防音対

策を指導するような場合は、苦情者宅側の

工事を求めるため、苦情者に対しては必然

的に苦情者が誰であるか分かってしまうか

もしれませんので承知してください。また

は、匿名を解除することに同意してもらっ

てから発生源に対する指導を行っています。

具体的にお金をかけて発生源が対策を行

うとなると、発生源の責任者も誰が苦情を

言っているのか？当然のように聞いてくる

のが普通です。担当者としても誰が言って

いるのか言えないが、何しろ改善しろ！と

言ったとしても、なかなか納得が得られな

いのが現状ですから、苦情者には匿名を解

除するよう話しています。 

 

ウ クレーマーへの対応 

この問題は難題です。どこの職場でも頭

を悩ませていることでしょう！ 

ただ言えることは無理な要求にはハッキ

リと断る。職員の対応が悪い！や言葉尻を

捉えて難癖を付けるなどには怯まず堂々と

した態度で対応することが肝要です。 

この様な方は、私たちがどの様に丁寧に

対応したところで自分の主張が受け入れら

れなければ言い止まないということです。

自分の主張が通らないといきなり態度を変

えて怒鳴り散らす、お前じゃダメだから上

司を出せ！これが定番です。 

私も長い経験の中で何度もクレーマー苦

情に対応したことがありますが、通常の苦

情者に対応するのではなく、クレーマーと

判断したときは実に冷たく対応しています。

お前を訴えてやる！首にしてやる！と何度

言われたことか…。 

現実には無事に定年退職を迎えています

し、実際に訴えられたことは一度もありま

せん。 

最近、特にこの様なクレーマー氏が増え

ているように思えてなりません。クレーマ

ー苦情は必ず職場の同僚や上司に相談して

担当や係全体で情報を共有して、同一の対

応が取れるようにしておくことが絶対に必

 要です。 

また、職場内でのクレーマー対応研修も

やっておくことも良いと思います。実際、

横浜市の騒音担当窓口には最近、警察官

OBの嘱託職員が新たに配置され、職員の

研修や問題のある苦情者対応、エセ同和団

体からの苦情対応などに活躍してもらって

います。 

 

今回はここまでとし、次回70号（平成

24年8月予定）で、事例紹介の続きの後、 

「３騒音防止対策指導の進め方」、「４  

騒音測定結果の評価方法（ L5）の求め

方」、「５ 公害紛争処理制度の活用」、

と話を進めてまいります。 

どうぞご期待ください。 

 

 

 

 

 

 



【騒音収録装置について】 

昭和50年代に入ってからカラオケとい

うのが急速に普及しました。この当時、横

浜市でカラオケの騒音苦情が年間に100件

を超えました。 

カラオケの苦情というのは、典型的にど

う考えても夜の仕事です。昼間からカラオ

ケで歌って飲んでいる人はいませんから測

定は夜の仕事になります。当然、苦情があ

れば騒音測定をし、取り締まらないといけ

ないということになりますが、年間100件

もの苦情を夜、測定をしなければならない

ということになりますと、職員の負担は大

変なものでした。測定器メーカーの担当者

を呼んで、夜間測定が非常に増えて音を計

るのに私たちは苦労していることを伝え、

職員がそこに立ち会わなくても騒音を計れ

るようなものを考えてほしいと要請しまし

た。結果的に言うとテープレコーダーと騒

音計をセットにしてジュラルミンケースの

中に機械をセットしてもらい、苦情者が音

がうるさいなと思ったときにスイッチを入

れてもらえれば、騒音計を通して音が録音

される。それを後日に私たちが回収して、

再生をして音のレベルが確認できる。こう

いったものを開発をしてもらいました。 

この測定器によって私たち担当職員の夜

間での測定というものは非常に軽減されま

した。 

横浜市では、現在、この騒音収録装置を

4台持っていますが、従来のタイプはジュ

ラルミンケースに積分型普通騒音計（リオ

ンNL‐05A）とDATテープ利用のテープ

レコーダーを組み合わせ収納したものが3

台、昨年度に新たに購入した最新式のデジ

タルタイプは積分型普通騒音計（リオン

NL‐22）とメモリーカード利用の4チャ 

 

 

 

ンネルデータレコーダー（リオンDA‐20）

を組み合わせてジュラルミンケースに収納

したもの1台ですが、この最新式はオーダ

ーメイドの騒音収録装置で約120万円の費

用がかかりました。 

高額な経費が必要になりますから各市町

村で1台ずつ購入し利用することは難しい

のが現状だと思いますので、各都道府県に

数台ずつ整備をして各市町村に貸し出しを

して活用するのも一つの方法ではないかと

考えています。 

 

 

 

騒音収録装置（上から） 

 

 

騒音収録装置（全体） 

 

   




